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SWGの検討ポイント

[取得]
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[加工]

[管理・提供]
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本ユースケースのプレーヤーと検討ポイントの整理

カメラ機器

生活者（被写体）

撮影

画像データ

データ加工

業務委託

取得事業者
店舗運営者等

委託事業者【NEC] 

データ利⽤

加工・統計処理
（情報の削除）等

データサーバー

生活者への通知
（設置場所、設置目的）等

適切な管理方法
提供時の契約事項 等

サービス利用者への通知
利用時の契約事項 等



第1回SWGの論点について：取得時の配慮
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1. カメラ設置に関して、生活者（来店者）に対する通知方法、および通知する項目として以下
の内容に不⾜する事項はあるか

通知方法 通知する項目
店舗入口での通知
（張り紙など）

カメラの設置目的
カメラから取得する情報
ウェブページへのリンク

ウェブページ上での明示 カメラの設置目的
カメラから取得する情報
データ取得期間
データ取得場所
カメラ設置台数
問い合わせ先（メールアドレス）

2. 店舗外の画像（通⾏⼈や⺠家等）が映り込んでしまう際に配慮しておく事項はあるか
（資料4 P.17）。

本ユースケースでの通知方法：詳細は資料4 P.19〜20参照（不⾜が懸念される通知の例）
� 通知方法：レジ前での記載
� 通知項目：カメラ性能、稼働状況 等



第1回SWGの論点について：加工時の配慮/利⽤時の配慮
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１．上記、店舗入口の通知⽂およびウェブページへの記載⽂による来店者への通知によって適⽤ケース①〜
④までの実施が可能と考えているが、他に考慮すべき点はあるか。

２．特に、下記のようにデータを取扱う場合に、上記⽂案による来店者への通知のみで実施可能と考
えてよいか。
（1）ID等とPOSデータとの突合 （適⽤ケース③）
（2）特徴量データの⻑期間の保持（適⽤ケース④）

３．いずれの適⽤ケースにおいても、取得した映像またはその加工データの第三者提供は生じない。
来店者に通知した利⽤目的で利⽤する範囲においては、⾃由に加工方法して問題ないと考えてよ
いか。

４．通知の分かり易さという観点で、店舗入口の通知⽂を特定のマーク、シール等で代替することは可能
と考えてよいか。

店内では、お客様への一層のサービス向上を実現するため、店舗
内カメラの映像を元にお客様のご来店状況を分析しています。
店舗内カメラの映像は、即時に数値データに変換し、分析を⾏いま
す。映像から分析している数値データは、お客様の滞留状況、流
れ、来店者数、性別、年齢、商品保持状態をそれぞれ推定した
データとなります。
数値データおよび分析結果には、個人を特定可能な情報は含ま
れません。

・データ取得期間：○○○〜○○○
・データ取得場所：○○○
・データ取得用カメラ台数：○台

本件に関するお問い合わせ先 xxx@xxxx.com

ご案内

当店では、カメラ映像を元にお客様の来店状況を推定し、一層の
サービス向上に役⽴てております。カメラの映像は保存せず、個人が
特定できない数値データに即時変換し分析を⾏っています。

〜※注釈〜

・映像から推定している情報は【滞留状況、流れ、来店者 数、性
別、年齢、商品保持状態】となります。

・詳細は以下のホームページでご覧頂けます。
URL：WWW//●●●●●●●●●●●●●

店舗入口での通知文案 ウェブページ上での記載文案



第1回SWGの論点について：推奨される安全管理措置
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カメラおよびサーバにおける安全管理措置についてセキュリティ上の観点から、下表の対応で
不⾜する事項はあるか

対象 観点 対応
生データ保存 データ保存先 ⼀時的な環境（メモリ上など）で加工処理を実施し、

加工処理実施後に生データを破棄
ネットワーク
環境

範囲限定 ローカルのEthernet配線のみ（店内に閉じた環境）

通信経路 無線LAN等を利⽤する際の配慮はあるか
データ保存
サーバ

持ち去り対策 （可搬が容易な場合）セキュリティワイヤ取り付け
またはセキュリティボックス内設置

設置場所の限定 バックヤード等、不特定多数が接触できない場所へ
の設置

アクセス権 指定者以外の操作・アクセス不可

本ユースケースでの対応：詳細は資料4 P.18参照


